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研究成果の概要（和文）： 
 本研究の主な目的は現代日本における外国人の子どもの就学を確かなものとするための諸条

件を明らかにすることにある。外国人の初等教育の就学率は推定で 90％に達しないのではない

かと思われる。このことを説明するためいくつかの要因が指摘されてきたが、基本的な要因に

日本の義務教育が外国人に適用されていない事実があると考えられる。とすれば、日本に住む

外国人にいかにして義務教育を適用するか。この教育改革のために必要な条件につきわれわれ

は研究・検討を行った。そこで明らかになったのは、外国人人口の定住傾向が日に日に強まっ

ており、国籍がどうであれ将来市民となる人々を義務教育の外に置くことは不可能だというこ

とである。ただし、就学義務を課する際、外国人保護者には学校選択は重要であるから、選択

の範囲を広げるため、外国人学校や民族学校を義務教育学校として認める必要がある。われわ

れの実施した質問紙調査では、それらの条件の下で、日本の教師およびその他の教育関係者の

約三分の二は、義務的初等教育を外国人の子どもに 課することに賛成の意を示している。 
 
研究成果の概要（英文）： 

The principal aim of our study is to clarify the conditions for the securing of schooling of 
foreign children in contemporary Japan. Their rate of school enrollment in primary 
education is estimated less than 90%.  Several reasons are pointed out to explain their 
school nonattendance, but a basic one is seemed to be the exemption of foreigners from the 
compulsory education.  Then, how to apply this compulsory education to foreigners living 
in Japan ?  We made researches on the conditions of this educational reform.  And we 
found that the tendency of settlement of foreign population more and more accentuated 
makes impossible to leave the future citizens, regardless of their nationality, out of the 
compulsory education.  However, the school choice is important for the foreign parents 
and, in order to widen the range of choice, the foreign schools and ethnic schools should be 
admitted as compulsory education school   On these conditions, according to our 
questionnaire survey, about two third of Japanese teachers and other educational actors 
approved to apply the obligatory elementary education to foreign children. 
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研究分野： 社会学 
科研費の分科・細目：社会学 
キーワード：外国人、移民、 教育を受ける権利、就学義務、不就学、学校選択、外国人学校 
 
１． 研究開始当初の背景 

 
外国人・移民の社会的統合を進める上で   

 子どもの教育はきわめて重要な位置を占

める。しかるに日本では外国人登録者中の

義務教育年齢者の数に対し、日本の学校

（学校教育法第 1 条で定める）に就学する

者は約 6 割にすぎない。外国人学校等の在

籍者を考慮に入れても、少なくとも１割程

度は不就学の状態にあると思われる。その

要因として、従来の研究では、a 親の言語

能力や日本の学校制度への知識の不十分、 
b 日本語習得の困難、ｃ家庭の経済的困難

と人間関係の不安定、ｄ将来の進路モデル

を見出すことの困難、などが挙げられてき

た。   
しかしそれらと並んで、外国人には国民

に課されている就学義務（憲法第 26 条②）

が適用されず、子どもたちが義務教育の外

に置かれていることが、より大きな要因を

なしているのではないか、と考えられる。

そこで、国籍のいかんに拘わらず子どもの

就学を確かなものとしていくには、外国人

に就学義務を適用していくための諸条件

の研究、検討が必要であると考えた。  
 
２． 研究の目的 

 
就学義務を外国人に適用する必要性は 

彼らが定住化への傾向をもっているかど

うかにもかかっている。西欧諸国では外国

人の定住人口化とともに就学義務を導入

した国が少なくない。そこで日本の外国人

の滞在状況と滞在意識を把握することと

する。 
 次に、外国人の子どもたちの置かれてい

る滞在条件と環境についても明らかにす

る必要がある。不法滞在、無国籍、健康保

険なし、などの過酷な条件、また親の離婚

など家族の不安定化の状況がないかどう

かが重要である。これらは、子どもたちの

就学の安定した環境、および学習のモチヴ

ェーションの形成にも影響を与えるから

である。 
現在、教育を受ける権利が外国人にも保 

障されていると考えるか、外国人への就学

義務の適用を日本の教育関係者がどう捉

えているかも重要な条件なので、これらの

ことを知るように努めたい。また外国人自

身はこれをどう考えているかは測りがた

いが、直接・間接の方法でアプローチする。 

就学義務を外国人に適用する際には、非 
「一条校」、とりわけ外国人学校、民族学

校への就学を義務の履行として認めなけ

ればならないであろう。このため外国人学

校の現状、その充実・発展の可能性につい

て資料を収集し、検討を行う。 
 
３． 研究の方法 

 
以下のような研究の方法をとり、そこか 

 ら得られた知見を綜合した。 
 
(1)在留外国人統計、学校基本調査、教育

委員会資料などを用いての不就学者

の統計的な推定を行う。 
(2)比較制度研究として、外国人受け入れ

国のアメリカ、フランス、スペイン、

韓国などの初等教育制度、その運用

実態の調査を行う。 
(3)インタビュー手法による教育関係者

の意見調査。教育を受ける権利が外国

人に保障されていると考えるか否か

を多面的に問い、回答を記録する。 
(4)定量的な質問紙調査による教育関係

者の意見調査を行う。(2)の内容に加え、

外国人児童生徒の生活状況などにつ

いても尋ねる。   
     

４． 研究成果 

 

外国人の不就学、不安定な就学外国人の不就学、不安定な就学外国人の不就学、不安定な就学外国人の不就学、不安定な就学    

義務教育年齢の推定外国人登録者総 

10 万６千人に対し、日本の小中学校に在籍

する外国人児童・生徒数は 63,100 人にす

ぎない（2012 年度学校基本調査）。仮に外

国人学校（民族学校）に通う者が１万人程

度と想定し、外国人登録に最大 2割の誤差

があると仮定しても、不就学者の存在は１

万人を下らないと思われる。文部科学省は

これらの実態をなんら把握していない。 

他方、在日外国人の定住化がいちじるし

く進んでいる。2011 年の４つの在留資格に

よる滞在数は以下のようになる。 

 

 

特別永住者    39 万人 

 一般永住者    60 万人 

 定住者      18 万人 

 日本人の配偶者等 18 万人 

   （『在留外国人統計』より） 

 



以上の合計は 135 万人であり、在日外国

人の 6割に達する。このように定住化が進

むとき、外国人の子どもたちも将来日本の

中に生きる市民になる可能性が大だから、

一定期間の適切な普通教育を受けること

は必須の義務となろう。 

 

欧米欧米欧米欧米におけるにおけるにおけるにおける外国人初等教育の実態外国人初等教育の実態外国人初等教育の実態外国人初等教育の実態    

    現地訪問調査および資料取り寄せによ

ると、アメリカ、フランス、ドイツ、スペ

イン等の国では国籍を問わず、初等教育（6

－16 歳が多い）の子どもには就学が義務づ

けられている。この年齢の子どもを就学さ

を滞在許可の更新の条件としている国も

ある。フランスは、外国人の定住が進む

1936 年以来、外国人に就学義務を適用して

いて、国民教育省の担当者は、「将来自社

会に生きる子どもである以上、言語、知識、

モラルにおいて市民となってもらうため

の普通教育は絶対に必要である」と語って

いた。また各国で、外国人保護者に対する

情報提供と就学の助言、支援においてソー

シャルワーカーの役割が大きいことも明

らかとなった。 

 他方、日本が外国人に就学義務を課して

いないことを知っている担当者もいて、帰

国予定のない外国人家族が増えている以

上義務化による就学保障を急ぐべきだと

いう助言を受けた。 

 

就学困難の実態就学困難の実態就学困難の実態就学困難の実態    

    外国人多住自治体の教育関係者や外国

人住民に聞き取り、インタビューを行った

結果、就学を困難にしている次のような要

因があることが明らかになった。 

 ・子どもの日本語能力が低く、学校生活に

適応でないのではないかというおそれ。 

 ・就学案内が日本語で作成されている上、

学校の情報が不十分で、説明もない。 

 ・家庭の経済的困難や家族関係の不安定の

ため、親たちは子どもの教育に十分配慮

できない。 

 ・母語・母文化の教育を望んでいるが、そ

れを達せられる適切な教育機関がみつ

からない。 

  さらに夫婦共に長時間就労をしなけれ 

ばならず、保育時間の関係で日本の保育園 

や学校に子どもゆだねるのが困難という 

出稼ぎ型の家族もあった。 

  

就学義務化の必要性について就学義務化の必要性について就学義務化の必要性について就学義務化の必要性について    

    このように外国人の子どもの就学を困

難にしている事情はいろいろあり、それら

の個々にたいする対応ももちろん必要で

ある。就学案内の多言語化、スクールソー

シャルワーカーの活用、就学援助（学校教

育法 19 条）の申請、保護者へのカウンセ

リングなど家族支援、等々がそれである。 

けれども、それらがより積極的に行われる

ためにも、また、教育委員会や学校がより

責任感をもって日本人、外国人の別なく就

学への働きかけを行うためにも、外国人へ

の就学義務の適用が必要ではないか、と考

えられる。 

 このことを確認することを中心主題と

して、2012 年 5～７月に「外国人児童生徒

の就学に関する意見調査」を実施した。対

象者は国際教室担当教員、市町村の担当指

導主事、その他の指導者であって、有効回

答 266 を得た。二つの主要な設問への回答 

を次の表に示す。 

  

 そう思う 思わない その他 

外国人の教育

を受ける権利

は実現されて

いるか 

  

52.6％ 

 

32.0％ 

 

13.2％ 

外国人への就

学義務適用は

必要か 

 

67.3％ 

 

17.7% 

 

10.5％ 

               （N=266）  

  上に確認されてきたような現状に照ら

して、調査回答者のうち外国人の教育を受

ける権利（憲法 16 条）が実現されている

とみている者は約半数だった。そのことと

関連しているのであろう、就学義務の適用

は必要とみる者は全体の三分の二に達し

ている。指導者、関係者の見方がそこまで 

進んできていることは、就学義務を適用せ

ずに教育を受ける権利を実現するのはむ

ずかしいと認識しているからではなかろ

うか。 

 

学校選択の保障という学校選択の保障という学校選択の保障という学校選択の保障という課題課題課題課題    

    今後もしも外国人の就学義務化がはか

られていくならば、考慮すべき大きな問題

は、「一条校」と呼ばれる日本の学校以外

の諸学校も、選択の範囲に認めなければな

らないだろう。外国人の場合、この学校選

択は「文化選択」という意味ももち、きわ

めて重要である。そして、そのためには外

国人学校（民族学校）の各種学校認可、補

助の拡大、普通教育学校としてのカリキュ

ラムの充実による、準義務教育学校への認

定が必要であろう。 

 また就学義務化を保護者たちに周知さ

せ、学校選択を可能にするため、一条校以

外の諸学校の適切な情報提供を行うべき

である。 

本研究では、外国人学校の調査までは行

えなかったが、以上の２点は研究メンバー

の間で確認された。 

 もとより外国人への義務教育の適用は

それ自体が目的なのではない。それは保護



者への義務履行を強いるためではなく、む

しろ教育委員会、学校がより強い責任意識

と義務感をもって外国人住民に働きかけ

て就学を促し、その意向を受けて支援を行

い、彼らの教育を受ける権利を保障してい

くためである。本研究は最終的にこのこと

を確認するものである。  
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